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当施設は介護保険法の指定を受けております  

    船橋市指定 介護保険事業所番号 1270907080    
    

 
※当施設への入所は、原則として要介護３から要介護５の方であって、常時介護
を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者及び要介護１又は
２の方であって、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを
得ない事由があることによる特例的な施設への入所の要件に該当することが認め
られる方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能で
す。 
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１．施設経営法人 
 
 (１)法人名   ：社会福祉法人 南生会  
  

(２)法人所在地 ：千葉県船橋市古和釜町４３０番１  
  

(３)電話番号  ：０４７－４５７－８６６０  
  

(４)代表者氏名 ：理事長  藤代 孝七 
  

(５)設立年月  ：平成３年１０月１４日 
  

(６)その他事業 ：特別養護老人ホーム 南生苑     (指定介護老人福祉施設) 
南生苑ショートステイサービス     (指定短期入所生活介護) 
みやぎ台南生苑ショートステイサービス(指定短期入所生活介護) 
デイサービスセンター南生苑      (指定通所介護) 

                  ひばりの丘デイサービスセンター    (指定通所介護) 
船橋市南老人デイサービスセンター   (指定通所介護) 
グループホーム ハピネス  （指定認知症対応型共同生活介護） 
南生苑在宅支援センター松が丘     (指定居宅介護支援事業) 
松が丘在宅介護支援センター 
みさき在宅支援センター南生苑    (指定居宅介護支援事業) 
小室在宅支援センター南生苑     (指定居宅介護支援事業) 
豊富・坪井地域包括支援センター 

          ひばり保育園 
           みそら保育園 
          あまねの杜保育園 

         
２．ご利用施設 
 
 (１)施設の種類 ：指定介護老人福祉施設  
                    船橋市指定 介護保険事業所番号 1270907080 
      

(２)施設の目的 ：この施設は、老人福祉法及び介護保険法等に従い、ご契約者(ご入
居者)一人ひとりの意思及び人格を尊重し、その居宅における生活
への復帰を念頭に、居宅と施設の生活が継続した暮らしとなるよう
配慮しながら、ご契約者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常
生活を営むことができるよう支援いたします。 

  
(３)施設の名称     ：特別養護老人ホーム みやぎ台南生苑  

  
(４)施設の所在地    ：千葉県船橋市みやぎ台４丁目１８番１  

  
(５)電話番号      ：０４７－４４７－５８００  

  
(６)施設長(管理者)氏名 ：髙橋 悟  

  
(７)当法人の理念    ： 

１．人間尊重・プライド尊重・プライバシー尊重を守ります。 
２．利用者様の自立支援を基本に安心・安全・感動のある日々を 

提供します。 
３．地域福祉に寄与します。  

 
（８）施設の運営方針   ：  

  ご入居者一人ひとりの思いに寄り添った自立支援を基礎とした科学的介護の 
実践を運営方針として、在宅復帰型特養を目指してまいります。 

 
(９) 開設年月      ：平成２６年９月２４日 

  
(10) 入所定員      ：８０人 
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３．居室の概要 
 
 (１)居室等の概要  
   当施設では以下の居室・設備をご用意しております。入居される居室は全室個室で

便所・洗面台を備え、冷暖房完備です。日常生活は１０名ずつのユニットケアを基
本にしています。ユニット毎に共同生活室・浴室を設置しています。 

 

居室・設備の種類 室数・面積 備 考 

居室(１人部屋) ８０室(18.21㎡) ８ユニット、各室便所・洗面台付 

共同生活室 ８室 各ユニットに１室（食堂、リビング） 

浴 室 ８室 各ユニットに１室 一般浴槽、機械浴槽 

医務室 １室 健康管理、与薬管理、栄養マネジメント、医療器具 

 
 ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に設置が義務づけら  

れている施設・設備です。 
  
  ◆居室の変更：ご契約者(ご入居者)から居室の変更希望の申し出があった場合は、居
         室の空き状況等により施設でその可否を決定いたします。また、ご契
         約者(ご入居者)の心身の状況等により、居室を変更する場合がありま
         す。その際には、ご契約者(ご入居者)やご家族等と協議のうえ決定い
         たします。  
   
４．職員の配置状況 
  ※ユニットケア  
     各ユニットに専属の介護職員を配置し、そのユニットの各ご契約者(ご入居者)に対

し、１年を通してケアプランの作成及び介護サービスの提供を行います。 
 
〈職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。  
 職 種 配置基準  

施設長(管理者) １名以上 
医師 １名以上 

看護職員 ３名以上 
介護職員 ３１名以上 

生活相談員 １名以上 
管理栄養士 １名以上 

機能訓練指導員 １名以上 
介護支援専門員 １名以上 

厨房職員(業務委託) 必要とされる人数 
事務職員 必要とされる人数 
介助員  
その他  

  
 
〈主な職種の勤務体制〉 
  職 種 勤 務 体 制  

１  医 師  定期回診 

２  介護職員 

標準的な時間帯における最低配置人員 
早番：０７：００～１６：００    ８名 
日中：０８：００～１７：００    ８名 
遅番：１２：３０～２１：３０  ８名 
夜間：２１：１５～０７：１５    ４名 

 

３  看護職員 
 標準的な時間帯における最低配置人員  
    日中：０８：４５～１７：３０  ３名 

※上記の時間以外に関してはオンコール体制にて対応を行う 

   ●日、祝･日、年末年始は上記と異なります。  
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５．当施設が提供するサービスと利用料金  
   当施設では、ご契約者(ご入居者)に対して以下のサービスを提供いたします。  
    当施設が提供するサービスについて、  
 
 
 
 
    がございます。 
  
 (１)介護保険の給付対象となるサービス(契約書第３条参照) 

  ※以下のサービスについては、居住費、食費を除き介護保険給付額が給付されます。  
 
【サービスの概要】 
  ①居室の提供  
 

②食事（但し、食費（食材料費・調理費用）は別途いただきます。  
＜利用者負担限度額＞（P８）参照） 

     ・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者(ご入居者)
    の身体の状況および嗜好を考慮し、普通食、やわらか食、ソフト食を提供します。 
   ・ご契約者(ご入居者)の自立支援のため、離床して食堂で食事を召し上がっていた
    だくことを原則としています。  
  ・体調不良時は、状況により居室等への配膳も行います。 

     
 
 

食事時間 朝食：08:00~10:00 昼食：12:00~14:00 夕食：18:00~20:00 
 

                        
 ③入浴  
  ・週２回入浴を行います。また、身体の状況等により入浴できなかった方、発汗の

多い方、おむつ交換時、ご希望者の方には清拭を行います。   
 
④排泄 

    ・排泄の自立を促すため、ご契約者(ご入居者)の身体能力を最大限活用した援助を
     行います。  
       

⑤機能訓練(リハビリ) 
    ・機能訓練指導員により、ご契約者(ご入居者)の心身の状況に応じて、日常生活を
     送るのに必要な機能の回復、またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

 
⑥健康管理  

      ・医師や看護職員が、健康管理を行います。  

 内          容 

医  師  診察、健康管理全般の指示 

看護職員  健康保持･増進、病状変化の早期発見･対応 

 
⑦看取り介護の提供  
 ・最期を看取る為の判断を受け、その人らしさと家族の希望を尊重した支援により  
  医療ニーズを含めた介護を行います。  
 
⑧科学的介護による自立支援  

・科学的で専門性の高い介護に取り組み、ご入居者一人ひとりの自律を支援いたし
ます。  

 
⑨その他自立への支援  

・寝たきり防止のため、身体の状況等を考慮しできる限り離床に配慮いたします。  
・生活のリズムを考え、ご希望により毎朝･夕の着替えを行うよう配慮いたします。 
・清潔で快適な生活が送れることを目的とした、適切な整容が行われるよう援助い

たします。  
 

 
  (１)ご利用料金が介護保険から給付される場合  
  (２)ご利用料金の全額等をご契約者(ご入居者)にご負担いただく場合  
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【ご入居者の状況により加算されるサービス】 
下記加算項目は、該当する場合に算定させて頂きます。  
 
１．   日常生活継続支援加算 ４６単位／日  

：介護福祉士を一定数以上配置している。かつ、下記いずれかを満たす。  
①新規入居者のうち要介護４，５の占める割合が７０％以上    
 ②新規入居者のうち日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が６５％以上  
③たんの吸引等が必要な入居者の占める割合が１５％以上  

      
２．   サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２単位／日  

   ：介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80%以上、または勤続10年以上の介護福
祉士が35%以上の場合  

 
３．   サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  １８単位／日  

   ：介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上の場合  
 

４． サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位／日  
  ：介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上、または勤続7年以上の介護職  

員が30%以上の場合  
※１～４はご入居者の状態、職員配置等の状況により、１～４の内の一つが加算となります。  
 
５． 看護体制加算（Ⅰ） ４単位／日       

：常勤の看護師を１名以上配置している場合      
        
６． 看護体制加算（Ⅱ） ８単位／日       

：基準数を上回る看護職員を配置している場合      
        
７． 夜勤職員配置加算（Ⅱ） １８単位／日        

：夜勤を行う介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合   
 
８． 夜勤職員配置加算（Ⅳ） ２１単位／日  

：夜勤職員配置加算（Ⅱ）を算定していて、夜勤時間帯を通じて看護職員か喀痰吸引
等を実施ができる介護職員を配置している場合      
      

９． 個別機能訓練加算（Ⅰ） １２単位／日  
  ：機能訓練指導員が配置され、個別に機能訓練計画を作成し実施した場合  
 
１０．個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０単位／月  

：個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、その情報を活用し適切かつ有効に実  
施した場合  

 
１１．生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位／月  

：医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメント
カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓
練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等した場合  

 
１２．生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位／月  

：医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が加算を算定する施設に訪
問し、施設の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、各職
種が協働して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を実施した場合  

 
１３．排せつ支援加算（Ⅰ） １０単位／月  

：排せつに介護を要する入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師や
医師と連携した看護師が施設入居時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、
評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって情報等
を活用していること。また評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態
の軽減が見込まれる者について、各職種が共同して、排せつに介護を要する原因を
分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援計画に基づく支援を継続して実施
していること。評価に基づき、少なくとも3か月に1回、入居者等ごとに支援計画を
見直している場合  
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１４．排せつ支援加算（Ⅱ） １５単位／月  
：（Ⅰ）の要件に加えて、要介護状態の軽減が見込まれる者について、  施設入所時等

と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも
悪化がない、またはおむつ使用ありから使用なしに改善した場合  

 
１５．排せつ支援加算（Ⅲ） ２０単位／月  

：（Ⅰ）の要件に加えて、要介護状態の軽減が見込まれる者について、  施設入所時等
と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも
悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合  

 
１６．褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位／月  

：入居者ごとの褥瘡発生リスクについて、入所時に評価し少なくとも3月に一回評価を
行い、結果を厚生労働省に報告する。褥瘡リスクがある入居者ごとに専門職が共同
し褥瘡ケア計画を作成する。定期的に経過観察を行い記録し、少なくとも3月に一回、
入居者ごとに褥瘡ケア計画を見直した場合  

  
１７．褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３単位／月  

：（Ⅰ）の要件を満たし、施設入所時の評価の結果、褥瘡リスクがあるとされた入居
者について、褥瘡の発生がない場合  

 
１８．栄養ケア・マネジメントの未実施 １４単位／日減算  

：施設系サービスについて、基本サービスとして口腔衛生の管理体制を整備し、状態に  
応じた口腔衛生の管理の実施を行わなかった場合  

 
１９．栄養マネジメント強化加算 １１単位／日  

：管理栄養士を規定以上配置し、低栄養状態のリスクの高い入居者に対し、多職種と
共同し作成した栄養ケア計画に従って、食事観察を規定数以上行い、入居者ごとの
栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施した場合。また、退居者に対する
相談援助、低栄養者の早期対応、入居者ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省に
提出した場合  

 
 ２０．再入所時栄養連携加算 ２００単位／月  

：医療機関に入院し、入所時とは異なった栄養管理が必要な場合について、施設管理
栄養士が、医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養管理調整を行った場合  

 
 ２１．配置医師緊急時対応加算            早朝・夜間  ６５０単位／回  
                           深夜    １３００単位／回  
    配置医師の通常の勤務時間外の場合（早朝・夜間、深夜を除く） ３２５単位／回  

：配置医師が、施設の求めに応じ、施設を訪問し、ご入居者の診療を行った場合  
 
 ２２．常勤専従医師配置加算 ２５単位／日  

：常勤専従の医師を１名以上配置している場合  
 

２３．精神科医療養指導加算 ５単位／日  
：精神科を担当する医師に療養指導が月２回以上行なわれている場合  

 
２４．協力医療機関連携加算 １００単位／月  
  ：協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者の現病歴等の情報共

有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算  
 

２５．若年性認知症入居者受入加算 １２０単位／日   
：若年性認知症の入居者に対し、介護老人福祉施設サービスを提供した場合  

 
２６．外泊時費用 ２４６単位／日  

：病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合（月６回限度）、１か月に
６日を限度（月を跨った場合は、新たな月にて６日以内）  

 
 ２７．外泊時に在宅サービスを利用したときの費用 ５６０単位／日  

：居宅における外泊時に、介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用し
た場合１か月に６日を限度（外泊時費用算定時は、併算定不可）  
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２８．初期加算 ３０単位／日  
：初期加算（入所日から３０日以内の期間。３０日以上の入院後の再入所も同様）  

 
２９．経口移行加算 ２８単位／日  

：経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合     
         
３０．経口維持加算（Ⅰ） ４００単位／月  

：著しい摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合   
 
３１．経口維持加算（Ⅱ） １００単位／月  

：摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合  
 
３２．口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０単位／月  

：入居者の口腔衛生の管理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔衛生の管理を
計画的に行なった場合。   

 
３３．口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位／月  

：（Ⅰ）の算定に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、
口腔機能向上サービスの実施に当たって、その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な
実施の為に必要な情報を活用している場合  

 
３４．ADL維持等加算（Ⅰ） ３０単位／月  

：利用者の総数が規定数以上であり、評価対象利用期間の初月と6月目にADL値を測定
し90％以上報告し、厚生労働省に提出する。ADL利得が上位85％の者について、各
々のADLの合計値が0以上の場合  

 
３５．ADL維持等加算（Ⅱ） ６０単位／月  

：利用者の総数が規定数以上であり、評価対象利用期間の初月と6月目にADL値を測定
し90％以上報告し、厚生労働省に提出する。ADL利得が上位85％の者について、各
々のADLの合計値が2以上の場合  

 
３６．自立支援促進加算 ３００単位／月  

：医師が入居者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入居時に行うとと
もに、少なくとも６月に１回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計
画等の策定等に参加し医学的評価を行う。評価の結果、自立支援のために対応が必
要であるとされた入居者に、各職種が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、
支援計画に従ったケアを実施する。少なくとも３月に１回、入居者ごとに支援計画
を見直し医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、その他自立支援促進の
適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合  

 
３７．療養食加算 ６単位／回  

：医師の処方箋に基づき、療養食を提供した場合  
 
３８．看取り介護加算（Ⅰ） ７２単位／日  

：看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前３１日以上４５日以下に加算  
 
３９．看取り介護加算（Ⅰ） １４４単位／日  

：看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前４日以上３０日以下に加算   
          
４０．看取り介護加算（Ⅰ） ６８０単位／日  

：看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前２日又は３日に加算    
          
４１．看取り介護加算（Ⅰ） １２８０単位／日  

：看取り介護の体制が出来ていて、死亡日に加算  
 
４２．看取り介護加算（Ⅱ） ７２単位／日  

：看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前３１日以上４５日以下に加算  
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４３．看取り介護加算（Ⅱ）  １４４単位／日  
：看護体制加算（Ⅱ）を算定している特養にて、看取り介護の体制が出来ていて、死

亡日以前４日以上３０日以下に加算  
 
４４．看取り介護加算（Ⅱ）  ７８０単位／日  

：看護体制加算（Ⅱ）を算定している特養にて、看取り介護の体制が出来ていて、死
亡日以前２日又は３日に加算  

 
４５．看取り介護加算（Ⅱ）  １５８０単位／日  

：看護体制加算（Ⅱ）を算定している特養にて、看取り介護の体制が出来ていて、死
亡日に加算  

 
４６．退所前訪問相談援助加算 ４６０単位（入所中１回（又は２回））  

：ご入居者の退所に先立ち、退所後の居宅を訪問し退所後の相談援助を行った場合  
 
４７．退所後訪問相談援助加算 ４６０単位（１回のみ）  

：ご入居者が退所後３０日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合  
 
４８．退所時相談援助加算 ４００単位（１回のみ）  
  ：退所後のご入居者の生活問題に対する相談援助を行った場合  
 
４９．退所前連携加算 ５００単位（１回のみ）  

   ：退所前に指定居宅支援事業者の介護支援専門員と連絡調整を行った場合  
 

５０．在宅・入所相互利用加算 ４０単位／日  
：複数のご入居者が在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用頂い

た場合  
 
５１．在宅復帰支援機能加算 １０単位／日  
  ：前６ヶ月において在宅復帰したご入居者に対して支援を行った場合  

           
５２．認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日  

：認知症高齢者が一定数以上入所しており、認知症介護実践リーダー研修修了者を一
定数以上配置した場合        
      

５３．認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日  
：福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導者研修修了者を１

名以上配置した場合        
    

５４．認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日（７日を限度）  
：医師が認知症の行動・心理症状が見られ、在宅での生活が困難であり、緊急に入所

することが必要と判断し介護老人福祉サービスを行った場合  
 

５５．介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  
   ：１か月の所定単位数の１４０／１０００に相当する単位数を算定  
   ：厚生労働大臣が定める基準を全て満たしている場合  

 
５６・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  
   ：１か月の所定単位数の１３６／１０００に相当する単位数を算定  
   ：厚生労働大臣が定める基準を全て満たしている場合  

 
５７・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  
   ：１か月の所定単位数の１１３／１０００に相当する単位数を算定  
   ：厚生労働大臣が定める基準を全て満たしている場合  

 
５８・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  
   ：１か月の所定単位数の ９０／１０００に相当する単位数を算定  

：厚生労働大臣が定める基準を全て満たしている場合  
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５９．科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０単位／月  
：イ  入所者・利用者ごとの心身の状況等（加算（II）については  

ロ  サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効
に提供するために必要な情報を活用していること。  

• サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情
報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画
に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価
結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡ
サイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。  

 
 ６０．科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０単位／月  

   ：（Ⅰ）に加え、心身、疾病の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出している
場合  

 
①ご契約者(ご入居者)がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の

    全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く
    金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者(ご 
    入居者)が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証 
    明書」を交付いたします。（第５条２項） 
 

②介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者(ご
  入居者)の負担額を変更いたします。 
 
(２)（１）以外のサービス(契約書第４条、第５条参照) 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。  
 
 １．居住費  

利用料金：ユニット型個室 １日あたり ２，４００円  
 

※入院・外泊時においてお部屋を確保している場合、居住費は徴収させていただきま
す。ただし、減免対象者（第1～第3段階）の方は、福祉施設外泊時費用算定時（入
院・外泊１日目から６日目まで）は通常の負担限度額を、それ以外の期間（７日目
から）は２，４００円をご負担いただきます。 

 
※事業者が居室（空床）を短期入所等に利用した期間は、居住費をお支払いいただく

必要はありません。  
 
 ２．食費  

利用料金：１日あたり １，５５０円  
 
  ※居住費・食費に係る費用については、負担限度額認定を受けている場合（下記参

照）には、認定証に記載されている負担限度額とします。 
 

◇介護保険負担限度額認定 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けてお
られる方の場合は、施設利用・ショートステイ利用の居住費（滞在費）・食費の負担が
軽減されます。  
 
 
下記①と②に当てはまる方は介護保険負担限度額認定の対象となります。 
 
①市民税非課税世帯に属していること 
②預貯金等の金額が、次の表の要件を満たすこと 
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利用者負担段階  預貯金等の金額（６５歳以上）  
第１段階  生活保護受給者  

老齢福祉年金受給者  
１，０００万円以下  
（配偶者と合わせて２，０００万円以下）  

第２段階  年金収入等が年間８０万円以下  ６５０万円以下  
（配偶者と合わせて１，６５０万円以下）  

第３段階①  年金収入等が年間８０万円超  
１２０万円以下  

５５０万円以下  
（配偶者と合わせて１，５５０万円以下）  

第３段階②  年金収入等が年間１２０万円超  ５００万円以下  
（配偶者と合わせて１，５００万円以下）  

 ※６５歳未満の人は年金収入額等にかかわらず1,000万円以下（配偶者と合わせて2,000万円以下）  

 
 ③負担限度額                            1日当たり  

利用者負担段階  食費 居住費  

第１段階  ３００円  ８８０円  

第２段階  ３９０円  ８８０円  

第３段階①  ６５０円  １，３７０円  

第３段階②  １，３６０円  １，３７０円  
  
 第４段階 １，５５０円 ２，４００円 
 

※上記の要件を満たしていない場合は第４段階となります。  
 

３．特別な食事  
毎月１回特別なメニューによる食事です。ご契約者(ご入居者)のご希望により 
提供いたします。 

         利用料金：５００～１，０００円（税込）  
      ※特別食の提供内容によって変動します。 
 

４．美容サービス  
１ヶ月に１回、美容師の出張による美容サービスをご利用いただけます。 

利用料金：要した費用の実費   ※  別紙参照  
           

５．出張マッサージ 

・保険適用でマッサージを受ける場合は、医師から必要と認められた場合になり、 
同意書が事前に必要です。 

・適応外は、全額自己負担になります。 
 

６．電気使用料  
持ち込みの電気製品類(テレビ、ラジオ、電気毛布、加湿器等)に必要な 
電気使用料金です。  

利用料金：一点につき ３１円／日(税込)  
   

７．貴重品管理 
   ご契約者(ご入居者)の希望により、貴重品サービスをご利用いただけます。 

詳細は以下の通りです。 
利用料金：２，５００円／月  

貴重品管理 
◆管理する金銭の形態 ：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

    ◆お預かりするもの  ：上記預金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書  
       ◆保管管理者     ：施設長  

◆出納方法      ：手続きの概要は以下の通りです。  
・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ 
 提出していただきます。 

・保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 
・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、ご希望があった場合その写
 しをご契約者(ご入居者)へ交付します。  
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８．レクリエーション行事、クラブ活動等  
ご契約者(ご入居者)の希望により、レクリエーション行事やクラブ活動に参加してい
ただくことができます。  

利用料金：材料費等の実費分  
 

９．日常生活上必要となる諸費用実費  
   日常生活上必要となる品で、ご契約者（ご入居者）が個別に希望されたものにかかる

費用については実費をご負担いただきます。おむつ代は介護保険給付対象となってい
ますので、ご負担の必要はありません。  

 （例）  
品 目  金 額  品 目  金 額  

歯ブラシ  214円 
ティッシュ  
ペーパー  81円 

歯磨き粉  183円 食事用エプロン  1,426円  

電池 単1（1本）  163円 
口中洗浄ティシュ  

（詰替え）  611円 

電池 単2（1本）  163円 
口中洗浄ティシュ  

（本体）  764円 

電池 単3・4 
（1本）  

132円 写真（1枚）  41円 

 
１０．ご契約者(ご入居者)の移送に係る費用  

ご契約者(ご入居者)又は、ご家族等が指定する医療機関への通院や入･退院等でご 
家族等の対応が不可能な場合にご利用いただけます。協力医療機関への通院、入･ 
退院等は無料です。但し遠方への医療機関への入退院等の場合は交通費について実
費相当を頂きます。  

      利用料金：交通費について実費相当 
 

１１．契約書第１９条に定める所定の料金  
・ご契約者(ご入居者)が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約
終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金。 

 
    
 
  

・ご契約者(ご入居者)が要介護認定で自立または要支援と判定された場合  
 

 
 
 

 
その他：経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

     ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更 
         を行う２ヶ月前までにご案内します。 

 
【サービス利用料金】(契約書第５条参照) 

※別紙料金表参照  
 

（３）利用料金のお支払い方法(契約書第５条参照) 

   前記（１）、（２）の料金･費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求いたしますので、
  請求書発行日の翌月２０日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(１ヶ月
  に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額と
  します。) 
 

 
 (要介護度別利用料金＋食事・居住に係る自己負担額)×1.5×日数 
(契約終了日から居室が明け渡された日までの日数) 
 

 
 (要介護度１の利用料金＋食事・居住に係る自己負担額)×1.5×日数 
(契約終了日から居室が明け渡された日までの日数) 
 



11 
 

 
ア.金融機関(郵便局も含む)からの自動引き落とし 

  ※引落日：銀行は２０日、郵便局は２５日に引き落としとなります。 
（２０日、２５日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としとなります） 

 イ.下記指定口座への振り込み  ※振り込み手数料はご契約者(ご入居者)のご負担となります。  
        千葉銀行 高根台支店 普通預金 No.２２７９４０９  
      口座名：社会福祉法人 南生会  
 ウ.窓口での現金支払い 
 

 
 
（４）入所中の医療の提供について 
   医療を必要とする場合は、ご契約者(ご入居者)の希望により、下記協力医療機関に
  おいて診療や入院治療を受けることができます。(但し、下記医療機関での優先的な 

診療･入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療･入院治 
療を義務づけるものでもありません。)  
  
①協力医療機関  

医療機関の名称 船橋総合病院 

所在地 千葉県船橋市北本町１－１３－１ 

診療科 
外科･消化器科・内科･整形外科･耳鼻咽喉科･眼科･循環器科・ 
リハビリテーション科･循環器科・皮膚科･脳神経科・ 
神経内科・泌尿器科・腎臓内科等 

 
②協力医療機関  

医療機関の名称 船橋総合病院付属 あい在宅クリニック 

所在地 千葉県船橋市北本町２－６６－２０ 

診療科 内科 

 
③協力医療機関 

医療機関の名称 まこと医院  

所在地 千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－９－２８ 

診療科 全科対応型 在宅医療特化型医院 

 
④協力歯科医療機関  

 
 

 医療機関の名称  グローバル歯科 
 

 所在地 
 千葉県船橋市藤原７－２－２ 

レランドショッピングセンター４階 

 

６．施設を退所していただく場合(契約の終了について) 

当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って以下のよう
な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、次のような事項に
該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者(ご入居者)に退所して
いただくことになります。(契約書第１３条参照) 
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（１）ご契約者(ご入居者)からの退所の申し出(中途解約･契約解除)(契約書第１４条、第１５条参照) 
      契約の有効期間であっても、ご契約者(ご入居者)から、当施設からの退所を申し出
   ることができます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書を
   ご提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約･解除し、施設を退所す
   ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)(契約書第１６条参照) 
     以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。  
 

 
①ご契約者(ご入居者)が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた
い重大な事情を生じさせた場合 

 ②ご契約者(ご入居者)による、サービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当 
期間を定めた催告にもかかわらず１０日以内にこれが支払われない場合 

③ご契約者(ご入居者)が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もし 
くは他の入居者等の生命･身体･財物･信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う 
ことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合         

④ご契約者(ご入居者)が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込ま 
れる場合、もしくは入院した場合 

⑤ご契約者(ご入居者)が介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療 
施設に入院した場合、在宅サービス利用となった場合 

 
    ※契約者(ご入居者)が病院等に入院された場合の対応について(契約書第１８条参照) 
   当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 
   ①検査入院等、短期入院の場合  
      １か月につき６日以内(連続して７泊、複数の月にまたがる場合は１２泊)の短期  
      入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中で  
      あっても、所定の利用料金をご負担いただきます。(P.8（2）1.参照) 
 
  ②上記期間を超える入院の場合  
   上記短期入院の期間を超える入院については、３ヶ月以内に退院された場合には、  
      退院後再び当施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日  
      よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、  
      併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。  
 

 
①介護認定によりご契約者(ご入居者)の心身の状況が自立又は要支援と判定された  

場合 
 ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖 
   した場合 
 ③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者(ご入居者)に対するサービスの提供が 
   不可能になった場合  
 ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 
 ⑤ご契約者(ご入居者)から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。) 
 ⑥事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。) 

 
 ①介護保険給付対象外サービスの、利用料金の変更に同意できない場合 
 ②ご契約者(ご入居者)が入院された場合 
 ③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サ 
  ービスを実施しない場合 
 ④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  
 ⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により、ご契約者(ご入居者)の身 
  体･財物･信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重 
  大な事情が認められる場合  
 ⑥他の入居者がご契約者(ご入居者)の身体･財物･信用等を傷つけた場合、もしく  
  は傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合  
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  ③３か月以内の退院が見込まれない場合  
      ３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。  
   この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。  
 
  〈入院期間中の利用料金〉  
     入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担  

いただきます。なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用す
ることに同意いただく場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はあり  
ません。  
 

（３）円滑な退所のための援助(契約書第１７条参照) 
ご契約者(ご入居者)が当施設を退所する場合には、ご契約者(ご入居者)の希望によ 
り、事業者はご契約者(ご入居者)の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円 
滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者(ご入居者)に対して速やかに行いま 
す。 

 
 
 
 
 
  ※ご契約者(ご入居者)が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかか

る費用(退所時等相談援助加算)として介護保険から給付される費用の一部をご負担
いただきます。 

 
７．残置物引取人(契約書第２０条参照) 
  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。但し、入所契約が終
 了した後、当施設に残されたご契約者(ご入居者)の所持品(残置物)をご契約者(ご入居
 者)自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。   

当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。また、
 引き渡しにかかる費用については、ご契約者(ご入居者)または残置物引取人にご負担い
 ただきます。  
 ※入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結する
  ことは可能です。  
 
８．苦情の受付について(契約書第２３条参照) 
 （１）当施設における苦情の受付  
  当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）行政機関その他苦情受付期間  
 

船橋市役所 
 介護保険総合相談窓口 

■所在地：千葉県船橋市湊町2-10-25 Tel：047-436-2302 
■受付時間：毎週月曜日～金曜日(土、日、祝日、年末年始を除く) 
      ０９：３０～１６：３０ 

 

船橋市役所 
指導監査課 

■所在地：千葉県船橋市湊町2-8-11 Tel：047-404-2712 
■受付時間：月曜日～金曜日(土、日、祝日、年末年始を除く) 
      ０９：００～１７：００ 

 

 
 ◆適切な医療機関との連携 
 ◆居宅介護支援事業者との連携  
 ◆保健医療サービス又は福祉サービスの提供者との連携  
 

 
 ■苦情受付窓口(担当者)   生活相談員  碓井 一史  
 ■所在地：千葉県船橋市みやぎ台４－１８－１ 
    Tel：047－447－5800    Fax：047－447－5801 
 ■受付時間：毎週月曜日～土曜日(日、祝日、年末年始を除く) 
        ０９：００～１７：００  
  ※苦情受付ボックスを窓口に設置しています。 
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千葉県国民健康保険 
団体連合会 
介護保険課苦情相談窓口 

■所在地：千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3  

Tel：043-254-7428 
■受付時間：月曜日～金曜日(土、日、祝日、年末年始を除く) 
      ０９：００～１７：００ 

 
９．非常災害対策について 

当施設は、非常災害時の関連機関への通報及び連携を取り、ご入居者の安全を第一に

必要な対応を行います。又、非常災害に備える為、想定される災害に係る避難訓練等

を実施します。  
当施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努め

ます。 
  （１）防災時の対応  消防計画書  

（２）防災設備   火災報知器、スプリンクラー、消火栓の消防設備を備えています  
（３）防災訓練   年２回の避難訓練（火災想定）・消火訓練を実施します  
          年１回の風水害被害を想定した、訓練を実施します。  

 
１０．看取り介護について 
  看取り介護とは、近い将来に死に至ることが予見できる方に対し、その身体的・精神

的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実し、納得
して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助するこ
とです。対象者の尊厳に十分配慮しながら、終末期の介護について心を込めて行わせ
ていただきます。  

 
１１．第三者評価について 
  当施設は、第三者評価は、実施しておりません。  
 
１２．虐待防止のための措置に関する事項（虐待防止に関する事項）  
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じ
ます。  
（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置 等を活用して行うこと
ができるものとします。）を定期的に開催します。  
（２）虐待防止のための指針の整備をします。 
（３）従業員採用時と年２回の研修の実施をします。  
（４）措置を適切に実施するための担当者の設置をします。  
 
（身体拘束）  
当施設は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。  
ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない
場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、
経過観察記録、検討記録等記録の整備、ご家族様（身元保証人様、成年後見人様）による
ご説明、同意を得た場合のみ適正な手続きにより 
身体等の拘束を行います。 

（１） 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 
（２） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置  

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催します。  
（３） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 
（４） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施します。  
 
１３．その他運営に関する留意事項 
（ハラスメントに関する事項）  
当施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行
われる性的な言動、又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確
化等の必要な措置を講じています。  
 

以上 
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令和  年  月  日 
 
 
 
 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム みやぎ台南生苑 
 
説明者職名  生活相談員     氏名     碓井 一史     印  
 
 
 
 
 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉

サービスの提供開始に同意しました。 

 
 

契約者住所  
  
 

 
契約者氏名                                   印 
 
 

 
 
 
 

代理人住所  
 
 

 
代理人氏名                                    印 
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＜重要事項説明書付属文書＞  
 
１．施設の概要 
 （１）建物の構造 木造 地上３階  
 （２）建物の延べ面積 ５．８１５．８１㎡ 
 （３）併設事業  

当施設では、次の事業を併設して実施しています。  
・みやぎ台南生苑 ショートステイサービス(短期入所生活介護)  定員２０名 

  船橋市指定(平成２７年３月１日指定) 介護保険事業所番号 1270907270 
 （４）施設の周辺環境 
    近隣には県立船橋北高校があり、学生の快活な声が聞こえてきます。また、自然

に恵まれた環境もあり、アンデルセン公園、県民の森等の施設が近所にあります。 
    
２．職員の職種  
 
                 ････････ご契約者(ご入居者)の日常生活上の自立支援並びに介護を行 
                     います。  
 
                   ･･････ご契約者(ご入居者)の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援  
                      を行います。  
 
                 ････････主にご契約者(ご入居者)の健康管理や療養上の看護を行いま 
                       すが、日常生活上の介護、介助等も行います。  
 
                      ･･･ご契約者の機能訓練を担当します。  
 
 
                      ･･･ご契約者(ご入居者)に係る施設サービス計画(ケアプラン)を  
                        作成します。 
 
             ････････････協力医療機関より、ご契約者(ご入居者)に対して健康管理  

及び療養上の指導を行います。  
                          
３．契約締結からサービス提供までの流れ  

ご契約者(ご入居者)に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、
入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。  
「施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次の通り行います。(契約

  書第２条参照) 
 

①当施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)に施設サービス計画の原案作成や  
そのために必要な調査等の業務を担当させます。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  生活相談員 
 

 
  介護職員 
 

 
  機能訓練指導員 
 

 
  看護職員 
 

 
  医師 
 

 
  介護支援専門員 
 

 ③施設サービス計画は、必要に応じて、もしくはご契約者(ご入居者)及びその家  
  等族の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある  
  場合には、ご契約者(ご入居者)及びその家族等と協議して、施設サービス計画  
  を変更します。 

 ②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者(ご入居者)及びその  
  家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

 ④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者(ご入居者)に対して書面を 
  交付し、その内容を確認していただきます。 
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４．サービス提供における事業者の義務(契約書第８条、第９条参照) 
   当施設は、ご契約者(ご入居者)に対してサービスを提供するにあたって、次のことを
  守ります。 
 

①契約者(ご入居者)の生命、身体、財産の安全･確保に配慮いたします。 
 
②契約者(ご入居者)の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員 

と連携のうえ、ご契約者(ご入居者)から聴取、確認のうえサービスを実施します。  
 
③ご契約者(ご入居者)が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前まで  
  に、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 
 
④ご契約者(ご入居者)に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管すると  
  ともに、ご契約者(ご入居者)または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付  
  します。 
 
⑤ご契約者(ご入居者)に対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いませ

ん。 但し、ご契約者(ご入居者)又は他の入居者等の生命、身体を保護するために、
緊急でやむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を
拘束する場合があります。 

 
⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た  
  ご契約者(ご入居者)又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩し  
  ません(守秘義務)。但し、ご契約者(ご入居者)に緊急な医療上の必要性がある場合  
  には、医療機関等にご契約者(ご入居者)の心身等の情報を提供します。また、ご契  
  約者(ご入居者)の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご  
  契約者(ご入居者)の同意を得ます。  

 
５．当施設利用の留意事項 
  当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご入居者の共同生活の場としての

快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 
 
 （１）持ち込みの制限 
    入所にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。   
      ◆多額な現金及び貴重品 ◆ペット(生き物) ◆危険物 ◆生もの  
    ※現金を居室内に保管される場合は、１，０００円以内とします。  

ご入居者が１，０００円以上の現金を施設内に保管される場合は、職員にご相
談ください。  

    ※面会時に召し上がるお菓子や食事については、必ず職員にお知らせください。  
 
 （２）面会  
    面会時間 ０９：００～２０：００  
   ※来訪者の方は、来訪者名簿に記入して下さい。  
   ※なお、来訪される場合、生もの(生鮮食料品)･ペット(生き物)･危険物等の持ち込
    みはご遠慮下さい。また、携帯電話･ポケットベルは必ず電源を切って下さい。 
 
 （３）外出･外泊(契約書第２１条参照) 
    外出･外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。但し、外泊については、１  

か月につき連続して７泊、複数の月をまたがる場合には連続して１２泊以内とさ  
せていただきます。なお、外泊期間中、１日につき２５９～５１９円(介護保険
から給付される費用の一部)をご負担いただきます。また、送迎、付き添いは残
置物引取人で対応して下さい。 
 

 （４）食事  
    終日にわたり食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し  
    出があった場合には、「食事に係る自己負担額」は減免されます。  
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 （５）施設･設備の使用上の注意(契約書第９条参照) 
    ◆居室及び共用施設、敷地をその本来の用途にしたがって利用して下さい。  
    ◆施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者(ご入居者)に自己負 

担により現状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただきます。 
    ◆ご契約者(ご入居者)に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が 

あると認められる場合には、ご契約者(ご入居者)の居室内に立ち入り、必要な 
措置をとることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシ  
ー等の保護について、十分な配慮を行います。 

      ◆当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、  
営利活動を行うことはできません。  
 

 （６）飲酒  
健康管理上は基本禁止しています。  
 

（７）インターネット  
    施設内でのインターネットの使用はできません。  
 

（８）サービス利用中の医療の提供について  
     医療を必要とする場合は、病院に行っていただき、ご家族の対応が必要になる場

合がございます。  
 
６．損害賠償について(契約書第１０条、第１１条参照) 
  当施設において、事業者の責任によりご契約者(ご入居者)に生じた損害については、
 事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様といたし
 ます。但し、その損害の発生について、ご契約者(ご入居者)に故意又は過失が認められ
 る場合には、ご契約者(ご入居者)の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時
 に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。  
  

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        


